
 

 

 

 改憲手続法＝憲法九条廃棄作業スタート ！ 

Ｑ５．「国会法の改正」ってどういうこと？ 

Ａ.この「手続法」が通ったら、次の国会から「憲法審査会」

というものが国会内に設置されます。この「憲法審査会」

は、憲法改正原案をつくる機関です。つまり、この 

法案が成立すれば、国会法が改正されて、憲法「改正」に 

向けた具体的な作業が始まる 

のです。 

Ｑ６．「憲法審査会」では改正原案の審議は行わないと
かいう報道を聞いたような気がするけど・・・？ 

Ａ.この「３年間施行しない」とか、「原案審議をしない」とかいうのに惑わされてはい

けません。いまから改憲作業にとりかかっても、国会で発議し、国民投票実施まで

は３年間ぐらいかかるのです。３年間改憲を猶予するのではなく、急いでやっても国

民投票は３年後になる、ということにすぎません。審査会はすぐにスタートするわけ

ですから、すぐに、実質的な改憲原案づくりが行われることになります。 

Ｑ７．「改憲原案づくり」はゼロからスタートするわけですか？ 
Ａ.そうではありません。自民党はすで「新憲法草案」を発表しています。これと民主党の案とがベー

スになるのはまちがいありません。どちらの案も、現在の憲法９条の、「戦力を持たないことと、戦争

をしないこと」という条文を廃棄し、「軍隊を持つことと、戦争をすること」を明記しています。ですか

ら「改憲手続法案」が通れば、戦争する国をめざす、憲法「改正」の具体的な作業が始まるのです。 
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Ａ.たくさんありますが、三つだけ指摘しましょう。まず、①最低投票率を規定していないことです。少なくとも有

権者の３分の２以上が投票しない国民投票は無効にするというようなきまりが必要です。 

また、②公務員や教員は国民投票運動が禁じられています。憲法改正問題では、すべての国民が自由に

意見表明、論議ができるようでなければならないはずです。 

さらに、③テレビでの広告が野放し状態にされます。ふんだんな資金を使って、改憲賛成のコマーシャルを洪

水のように流し、国民世論を誘導していくことが可能です。とても、公正な国民投票法案とはいえません。 

Ｑ８．「国民投票法案」の問題点は？ 

 

                 １ ８時３０分～ 場 所 日比谷野外音楽堂  主 催 3・20 中央集会実行委員会  ３・２０緊急大集会 

さらに詳しい「パンフレット」

も用意しています。必要な

方は「当会事務局」までお

申し込みください。 



 
 

 

国民投票法＝憲法「改正」に着手するための法律 

憲法９６条  
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、

国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会

の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。  

Ａ.この法案には、憲法改正のための「国民投票法案」と憲法改正を発

議（国会が改正案をつくって国民に提案すること）するための「国会法

の改正案」がふくまれています。単純な国民投票法案ではないのです。 

Ｑ２．なぜ「改憲手続法」って、言うの？ 

Ｑ３．そもそも 
「国民投票法」 

って何？ 
Ａ.上の囲み（憲法９６条）を見

てください。憲法を改正する

ための国民投票をどのように

行うのかをきめる法律が「国

民投票法」です。憲法を改正

する上で、必要とされる法律

です。 

 

Ｑ４．国民投票のやりかたを決める 
だけなら良いんじゃない？ 

Ａ.確かに、どう改憲するかとは関係のない中立的な法案なら、何 

の問題もありません。 

しかし今「国民投票法」の制定を急ぐには、理由があります。「現

在の憲法を変えよう」というのが狙いです。とくに「憲法９条を変

えること」こそが最重要課題なのです。 

つまり、初めに「改憲」ありきで、そのために、国民投票法」がな

いと困るということになったのです。 

今国会で成立させようとしている「国民投票法」は「いつの日か

必要になる法律」ではないのです 

 

Ｑ１．え１今問題になっているのは「国民投票法案」じゃないの？ 
 Ａ.一般にそうよばれることが多いようですが、それは正確ではありません。 

やはり「改憲手続法案」というべきでしょう。 

ストップ! 改憲手続法 
安倍首相や自民・公明の与党は、「日本国憲法の改正手続に関する法律案（改憲手続法案）」の

５月３日以前の成立を目指しています（３月８日付新聞報道）。この法律は、「戦争をしない国」として世

界の信頼を得てきたわが国を、再び「戦争をする国」に変えるための、憲法九条廃棄に直結する法律

です。このＱ＆Ａをお読みいただいて、何が問題なのか、ご一緒に考えてみましょう。ご意見ご要望は

「当会事務局」（末尾記載）あてお寄せください。 
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